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資料２



令和４年度改定内容
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１ 税率等の改定

所得割率0.4%、均等割額3,000円の引き上げ

２ 子育て減免制度の改定（国制度の横出し）

第２子以降６～17歳※１・ 400万円以下世帯の均等割半額※２

※１…４月２日時点の年齢
※２…低所得者軽減後を半額



税率等の改定理由
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○国民健康保険事業における財政の安定化

○年度目標は、各計画期間において、目標の累計額に到達するよう設定

○保険税率の見直し時の目標額は、実績を踏まえ調整・平準化

（第１期武蔵野市国民健康保険財政健全化計画令和３年度改定版に基づく改正）



赤字繰入額の推移

赤字繰入額
年度平均被
保険者数

１人当たり赤字繰入額

繰入額
前年度比
削減額

30年度比
削減額

削減目標額

H30 1,206,337,427 30,610 39,410 ― ― ―

R1 1,241,173,761 29,826 41,614 ‐2,204 ‐2,204 ―

R2 1,064,676,777 29,330 36,300 5,314 3,110 4,500
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（令和２年度決算額は見込額）



年度目標に対する実施状況

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

削減目標
（円）

4,500 400 4,500 400 4,500 400 4,500 505

累計額（円） 4,500 4,900 9,400 9,800 14,300 14,700 19,200 19,705

実績額 3,110 ― ― ― ― ― ― ―

【各年度における１人当たりの赤字削減目標】
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目標到達に必要な年度目標の調整

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

削減目標
（円）

4,500 400 5,000 400 5,000 400 5,000 395

累計額（円） 4,500 3,510 8,510 8,910 13,910 14,310 19,310 19,705

実績額 3,110 ― ― ― ― ― ― ―

【各年度における１人当たりの赤字削減目標の調整】
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令和４年度税率等の改定内容
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一人当たり赤字削減額 5,000円

↓

所得割率 ＋0.4% ・ 均等割額 ＋3,000円



令和４年度税率等の改定内容
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基礎（医療）分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 合計

所得割率

改正後 5.10% 1.95% 1.65% 8.70%

（改正前） 5.00% 1.80% 1.50% 8.30%

差 + 0.10% + 0.15% + 0.15% + 0.40%

均等割額

改正後 27,400円 10,600円 12,900円 50,900円

（改正前） 25,900円 9,800円 12,200円 47,900円

差 + 1,500円 + 800円 + 700円 + 3,000円

賦課
限度額

改正後 630,000円 190,000円 170,000円 990,000円

（改正前） 630,000円 190,000円 170,000円 990,000円

差 改定なし 改定なし 改定なし 改定なし

一人当たり赤字削減額 5,000円

→ 所得割率 ＋0.4% ・ 均等割額 ＋3,000円



参考（令和２年度改定内容）
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基礎（医療）分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 合計

所得割率

改正後 5.00% 1.80% 1.50% 8.30%

（改正前） 4.90% 1.75% 1.45% 8.10%

差 + 0.10% + 0.05% + 0.05% + 0.20%

均等割額

改正後 25,900円 9,800円 12,200円 47,900円

（改正前） 24,200円 9,000円 11,700円 47,900円

差 + 1,700円 + 800円 + 500円 + 3,000円

賦課
限度額

改正後 610,000円 190,000円 160,000円 960,000円

（改正前） 580,000円 190,000円 160,000円 930,000円

差 + 30,000円 改定なし 改定なし + 30,000円

一人当たり赤字削減額 4,500円

→ 所得割率 ＋0.2% ・ 均等割額 ＋3,000円



令和２年度保険税（料）率等の状況
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基礎（医療）分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分

所得割
（％）

均等割
（円）

限度額
（万円）

所得割
（％）

均等割
（円）

限度額
（万円）

所得割
（％）

均等割
（円）

限度額
（万円）

本市 5.0 25,900 61 1.80 9,800 19 1.50 12,200 16

26市 5.48 28,797 62.77 1.87 10,690 19 1.72 12,948 16.89

本市を除く
25市平均

5.50 28,913 62.76 1.87 10,726 19 1.72 12,978 16.88

特別区 7.16 38,778 63 2.39 13,065 19 2.19 16,965 17

本市と同じ均等割と所得割のみを課している25市及び特別区の状況

（出典）東京都福祉保健局資料



応益割合の推移
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平成30年度 令和元年度 令和２年度

本市 32.9 32.5 33.3

26市順位 25位 25位 25位

市町村平均 41.2 41.3 41.2

26市平均 40.9 40.9 40.9

応益割合・・・課税総額に占める均等割総額の割合



課税総額の比較
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令和３年度（現行条例） 令和４年度（改正案）

応益割率（医療分・軽減前） 33.8 34.72

課税総額（軽減後） 3,063,901千円 3,191,473千円

対令和３年度（現行）増減額 ― + 127,572千円

平成30年度決算 令和元年度決算 令和２年度決算 令和３年度予算

歳入調定額 （現年分） 3,101,464千円 3,052,049千円 3,110,888千円 2,876,725千円

※令和３年度は当初課税時点のもの。令和４年度は同課税時点の被保険者データについて令和４年度税率で算出。



子育て減免制度の改定理由
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○子どもにかかる国保税（料）の均等割額の軽減措置について、国の制度

が令和４年４月から導入されるが、多子世帯への充分な配慮がなされた

制度改正がなされるまでの間、国の制度を踏まえ、武蔵野市独自の軽減

策を目指す。

（第１期武蔵野市国民健康保険財政健全化計画（令和３年度改定版）に基づく改正）



市独自の減免制度（令和３年度）
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〇所得400万円以下

〇 ０～17歳※１

〇第１子…減免無し
第２子…半額※２

第３子以降…全額

※１…４月２日時点の年齢
※２…低所得者軽減前の半額まで



国の軽減制度（令和４年度以降）
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〇所得制限なし

〇未就学児

〇第１子…半額※１

第２子…半額※１

第３子以降…半額※１

※１…低所得者軽減後の半額



市制度と国制度の違い（まとめ）
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〇所得制限 … 市：400万円以下 国：なし

〇対象年齢 … 市：０～17歳※１ 国：未就学児

〇減免額 … 市：①無②半額③〜全額 国：全員半額

〇半額 … 市：低所得者軽減前 国：低所得者軽減後

※１…４月２日時点の年齢



令和４年度市制度見直し案
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横出しの対象世帯
（第２子以降・６～17歳※１・ 所得400万円以下）

子育て世帯向け支援策（まとめ）

〇年齢と所得制限

第１子 ・未就学児 所得制限なし

第２子以降・未就学児 所得制限なし

第２子以降・６～17歳※１ 400万円以下

〇減免額

全て半額（低所得者軽減後の半額）

横出し

※１…４月２日時点の年齢



令和４年度市制度見直し案の
対象世帯と減免額
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第１子 第２子 第３子以降

０～５歳 ６～17歳 ０～５歳 ６～17歳 ０～５歳 ６～17歳

軽減
148世帯

5,300～14,200円
― 37世帯

5,300～14,200円
133世帯

5,300～14,200円
２世帯

5,300～14,200円
33世帯

5,300～14,200円

～400万円
153世帯
17,800円

― 23世帯
17,800円

45世帯
17,800円

２世帯
17,800円

５世帯
17,800円

400万円～
162世帯
17,800円

― 32世帯
17,800円

― １世帯
17,800円

―

対象世帯数：641世帯 軽減額：11,279,100円 （うち横出し分：178世帯3,106,100円）

横出し 横出し

※年齢は４月２日時点のもの



令和４年度税率等改定に基づく
今後の見通し
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令和２年度決算 令和３年度予算 令和４年度推計

歳入総額 12,551,800 12,859,229 11,959,965

現行
条例

保険税
金額 3,067,704 3,009,682 2,955,238 
歳入総額に占める割合 24.44% 23.40% 24.71%

その他一般会
計繰入金

金額 974,331 1,057,255 960,822 

歳入総額に占める割合 7.76% 8.22% 8.03%

条例
改正後

保険税
金額 ― ― 3,060,991
歳入総額に占める割合 ― ― 25.59%

その他一般会
計繰入金

金額 ― ― 848,377

歳入総額に占める割合 ― ― 7.09%

※ 過去３年の決算額の推移及び人口推計から算定


